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パブリックコメントのテーマ： 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の

一部を改正する条例  

 

１ 手段別意見応募件数（意見件数を記入し、応募者数は（  ）書きをしてください。） 

郵便 ファックス 電子メール 県民参画協働課・ 

総合事務所等 

（意見募集箱） 

電子 

アンケート 

説明会等 その他 計 

０    

(０) 

０      

(０)  

16 

(16) 

１ 

 (１) 

０ 

(０) 

０  

(０) 

０  

(０) 

17  
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２ 応募意見の政策案等への反映状況 

対応状況 件数 主な意見 

反映した 

（一部反映を含む） 

 ０件  

 

 

既に盛り込み済み 

 

 

１０件 

・罰則が厳しくなったのはとても良いと思います。私も以前、嫌な思いをしたこ

とがあるので、改正が防止に繋がればいいと期待しています。（電子メール） 

・罰則を引き上げ、対象行為の範囲を拡大することはとてもいいことだと思いま

す。本改正に賛成です。改正された条例により、より安全安心な鳥取県になって

ほしいと願っています。（電子メール） 

・両罰規定の新設、賛成です。「住居」の追加拡大、賛成です。（意見募集箱） 

 

 

今後の検討課題 

  

 

４件 

・条例名が長すぎる。他県では短い条例名としている例が多数ある。例えば「鳥

取県迷惑行為等防止条例」などと改名する方がいい。（電子メール） 

・盗撮は悪質なので、もっと罰則を重くした方がいいと思う。（電子メール） 

・コンビニには数多くのアダルト本が販売されている。女性の人権が侵害されて

いる。投稿、販売も規制していくべきだ。（電子メール） 

対応できない  ０件  

その他上記に分類

できないもの 

３件 ・たばこ廃棄の条例やごみの投棄の条例もあればいいと思います。（電子メール） 

・盗撮行為の規制拡大ということで住居も含まれましたが、会社の更衣室も含ま

れるのですか。（電子メール） 

計 １７件  

 

３ 公表方法として該当するものに○を付してください。 

とりネットで

の公表（担当

課による） 

報道機関への提

供 

県議会への報告 広報紙等への掲

載 

関係団体等への

報告 

その他 

 

  〇 

  

   〇 

   



 


